
募
集
や

試
験
な
ど

申 

し
込
み
　
９
月
16
日
㈬
ま
で
に
、

障
が
い
福
祉
Ｇ
に
備
え
付
け
の
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

同
グ
ル
ー
プ
に
持
参
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
（
☎
�
３
７
３

２
、

050

－

３
７
３
０

－
８
２
３

０
、
Ｅ
メ
ー
ル
：welfare2@

cit�
y.noboribetsu.lg.jp

）

　
皆
さ
ん
が
市
長
と
自
由
に
話
し
合

え
る
機
会
を
広
げ
る
た
め
、
『
市
長

室
フ
リ
ー
タ
イ
ム
』
を
開
催
し
ま
す
。

　
ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
つ
い
て
、
市

長
と
直
接
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日 

時
　
10
月
５
日
㈪
９
時
30
分
～
17

時
※�

１
人
（
組
）
30
分
程
度
。

場 

所
　
市
役
所
２
階
市
長
応
接
室
、

鷲
別
公
民
館
、
婦
人
セ
ン
タ
ー
、

登
別
温
泉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
の

い
ず
れ
か

※�

ビ
デ
オ
通
信
で
の
対
応
も
可
能
で

す
。

定 

員
　
２
組
（
申
し
込
み
順
、
１
組

５
人
ま
で
）

対 

象
　
市
内
に
居
住
ま
た
は
通
勤
・

通
学
し
て
い
る
方

※�

苦
情
や
要
望
、
個
人
的
な
問
題
の

相
談
な
ど
を
目
的
と
し
た
申
し
込

み
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

※�
申
し
込
み
の
と
き
に
、
内
容
（
概

要
）
を
伺
い
ま
す
。

※�

当
日
は
、
報
道
関
係
者
が
取
材
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申 

し
込
み
　
９
月
10
日
㈭
ま
で
に
秘

書
広
報
Ｇ
（
☎
�
６
５
８
６
）

　
市
は
、
聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
参

加
の
促
進
を
支
援
す
る
手
話
サ
ポ
ー

タ
ー
の
養
成
講
座
（
基
礎
課
程
）
を

開
催
し
ま
す
。

日 

時
　
10
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
25
日
ま
で
の
木
曜
日
13
時
15
分

～
16
時
30
分
（
全
12
回
）

場 

所
　
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

対 

象
　
市
内
に
居
住
す
る
方
で
、
手

話
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
講
座
（
入

門
課
程
）
を
修
了
さ
れ
た
方
ま
た

は
同
等
程
度
の
技
術
を
習
得
さ
れ

て
い
る
方

内 

容
　
手
話
で
の
日
常
会
話
が
可
能

な
レ
ベ
ル
を
目
指
し
、
聴
覚
に
障

が
い
の
あ
る
方
の
生
活
背
景
や
福

祉
に
つ
い
て
学
ぶ

定 
員
　
８
人
（
申
し
込
み
順
）

費 

用
　
３
千
384
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

市
長
室
フ
リ
ー
タ
イ
ム

令
和
２
年
度
手
話
サ
ポ
ー
タ
ー（
手

話
推
進
支
援
員
）
養
成
講
座

●パ●ブ●リ●ッ●ク●コ●メ●ン●ト（意見公募）について
意見を募集します

案件名 ＮＰＯ法人の条例個
別指定制度（案）

登別温泉ふれあいセンターの廃止方
針（案）

募集期間 ９月１日㈫～30日㈬

閲覧場所
　市役所１階市民ロビー、各支所、市民会館、しんた21、
市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、
担当グループに備え付けるほか、市公式ウェブサイトに掲
載

提出方法
　閲覧場所に備え付けの専用用紙か任意の紙に①案件名、
②住所、③氏名、④電話番号、⑤意見を記入し、閲覧場所
に備え付けの『意見箱』に投函するか、郵送またはファク
ス、Eメールで担当グループに提出

提出先
など

市民協働グループ
〒059－8701
中央町６丁目11、
☎�１０７９、 �
１１０８、Ｅメール�
：kyodo@city.nob�
oribetsu.lg.jp

・・登別支所
〒059－0464登別東町３丁目６－７、
☎�１１３１、 �２０２１
・・登別温泉支所
〒059－0551登別温泉町58－１、
☎�２０６８、 �３０２１
Ｅメール：shiminka@city.
noboribetsu.lg.jp

実施結果をお知らせします

案件名 登別市消防団条例の
一部改正（案）

募集
期間 ７月１日㈬～31日㈮

意見数 ０件

閲覧
場所

　市役所１階市民ロ
ビー、各支所、市民
会館、しんた21、市
立図書館、市立図書
館アーニス分館、市
民活動センター、消
防本部総務グループ
に備え付けるほか、
市公式ウェブサイト
に掲載

問い合
わせ

消防本部総務Ｇ
（☎�９６１１）

　登別市民憲章は、よりよいまちをつくるための基本的な
市民の心構えとして、現在も市民の心のよりどころとなっ
ています。日々の暮らしの中で実践しましょう。

▶ 問い合わせ　登別市民憲章推進協議会事務局連絡所
� （市民協働グループ内・☎�１０７９）

９月20日は登別市民憲章制定日です

　
わ
た
し
た
ち
は
　
古
い
歴
史
と
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
た

登
別
の
市
民
で
す

　
こ
こ
に
　
わ
た
し
た
ち
の
心
が
ま
え
を
定
め
て
よ
り
よ
い

ま
ち
を
つ
く
る
こ
と
に
努
め
ま
す

一 

心
身
を
き
た
え
よ
く
働
い
て
　
活
気
あ
ふ
れ
る�

�

豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一 

親
切
を
つ
く
し
　
き
ま
り
を
守
っ
て
　
明
る
く�

�

住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一 

自
然
を
愛
し
　
力
を
あ
わ
せ
て
　
緑
と
空
気
と
太
陽
の�

�

い
っ
ぱ
い
あ
る
き
れ
い
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一 

未
来
を
つ
く
る
青
少
年
の
　
健
全
な�

�

夢
の
育
つ
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一 

教
養
を
つ
み
　
視
野
を
広
げ
て
　
平
和
で
文
化
の�
�

か
お
り
高
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

登
別
市
民
憲
章

8 ２０２０．９月号 � くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


